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(57)【要約】
【課題】患者の状態に応じて適切に見守る医療業務支援
装置、医療業務支援方法及び医療業務支援システムを提
供する。
【解決手段】　医療業務支援装置２０は、患者１０に装
着されて患者１０の心電図データを計測する心電図セン
サ４０及び計測した心電図データを解析する解析部４５
と、患者１０の動きを検出する加速度センサ５０と、解
析部４５の解析結果により患者１０がレム睡眠状態であ
ると判定され、かつ、加速度センサ５０の検出結果によ
り患者１０が所定状態に動いたと判定されたときに、注
意喚起情報及び患者１０を特定する患者識別情報を外部
に向けて発信する注意喚起部６０とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者に装着されて前記患者の生体情報を計測する少なくとも一つのセンサを有する計測
部と、
　前記生体情報を解析する解析部と、
　前記患者の動きを検出する検出部と、
　前記解析部の解析結果により前記患者がレム睡眠状態であると判定され、かつ、前記検
出部の検出結果により前記患者が所定状態に動いたと判定されたときに、注意喚起情報及
び前記患者を特定する患者識別情報を外部に向けて発信する注意喚起部と、を備える医療
業務支援装置。
【請求項２】
　前記センサは、心電図センサ、経皮的動脈血酸素飽和度センサ、呼吸センサ、体温セン
サの少なくとも一つ以上である請求項１に記載の医療業務支援装置。
【請求項３】
　前記患者識別情報は、前記計測部または前記注意喚起部の少なくともいずれか一方に保
持される請求項１から請求項２のいずれか一項に記載の医療業務支援装置。
【請求項４】
　前記注意喚起部と通信可能であり、少なくとも前記注意喚起情報を発信する開始時刻を
設定可能なタイマーをさらに備える請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の医療業
務支援装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の医療業務支援装置と、
　前記患者に緊急応対が必要になったことを検知して前記緊急応対の内容を報知する緊急
報知部と、を有する医療業務支援システム。
【請求項６】
　患者の生体情報を計測する計測ステップと、
　前記生体情報を解析する解析ステップと、
　前記解析ステップの解析結果により前記患者がレム睡眠状態であるか否かを判定する睡
眠状態判定ステップと、
　検出部で前記患者の動きを検出する検出ステップと、
　前記検出部で検出した前記患者の動きが所定状態に動いたか否かを判定する動き判定ス
テップと、
　前記患者がレム睡眠状態であると判定され、かつ、前記所定状態に動いたと判定したと
きに、注意喚起情報及び前記患者を特定する患者識別情報を外部に発信する注意喚起情報
通知ステップと、
　を備える医療業務支援方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、医療業務支援装置、医療業務支援システム及び医療業務支援方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　患者がいる病院では、緊急応対が必要な患者を医療従事者に通知するシステムとして、
ナースコールやアラームを報知する医療機器を用いた院内報知システムが用いられている
（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２０８２５３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、例えばレム睡眠状態でベッドから転落する可能性がある状態の患者は、緊急応
対は不要であるが、注意して見守るべき状態である。
【０００５】
　このようなベッドから転落する可能性がある状態の患者を見守るために、患者の睡眠状
態がレム睡眠なのかノンレム睡眠なのかを特定して、睡眠状態に合わせた見守りを行うこ
とが有効である。ここで、睡眠状態の特定は、多チャンネルの電極を用いる脳波計やノイ
ズを下げるペーストを用いる脳波計測により判定することができる。
【０００６】
　しかし、このような多チャンネルの電極を用いる脳波計やノイズを下げるペーストを用
いる脳波計は、患者にとって負担が大きく、計測を行う医療従事者にとっても計測の負担
が大きい。
【０００７】
　そこで、本開示は、注意するべき患者を簡易に判定して医療従事者に通知する医療業務
支援装置、医療業務支援システム及び医療業務支援方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示に係る医療業務支援装置は、患者に装着されて前記患者の生体情報を計測する少
なくとも一つのセンサを有する計測部と、前記生体情報を解析する解析部と、前記患者の
動きを検出する検出部と、前記解析部の解析結果により前記患者がレム睡眠状態であると
判定され、かつ、前記検出部の検出結果により前記患者が所定状態に動いたと判定された
ときに、注意喚起情報及び前記患者を特定する患者識別情報を外部に向けて発信する注意
喚起部と、を備える。
【０００９】
　上記構成によれば、患者がレム睡眠状態でかつ所定状態に動いていることに基づいて、
注意するべき患者を簡易に判定して、注意喚起部が注意喚起情報を発信するので、医療従
事者は、多数の患者の中から注意するべき患者を特定することができる。
【００１０】
　また、本開示に係る医療業務支援システムは、前記医療業務支援装置と、前記患者に緊
急応対が必要になったことを検知して前記緊急応対の内容を報知する緊急報知部と、を有
する。
【００１１】
　上記構成によれば、患者がレム睡眠状態でかつ所定状態に動いていることに基づいて、
注意するべき患者を簡易に判定して、注意喚起部が注意喚起情報を発信するので、医療従
事者は、多数の患者の中から注意するべき患者を特定することができる。この注意するべ
き患者の特定とは別に、患者に緊急応対が必要なときは緊急報知部の報知に応じて患者を
確実に看護することができる。すなわち、患者の状態に応じて適切な応対を行うことがで
きる。
【００１２】
　また、本開示に係る医療業務支援方法は、患者の生体情報を計測する計測ステップと、
前記生体情報を解析する解析ステップと、前記解析ステップの解析結果により前記患者が
レム睡眠状態であるか否かを判定する睡眠状態判定ステップと、検出部で前記患者の動き
を検出する検出ステップと、前記検出部で検出した前記患者の動きが所定状態に動いたか
否かを判定する動き判定ステップと、前記患者がレム睡眠状態であると判定され、かつ、
前記所定状態に動いたと判定したときに、注意喚起情報及び前記患者を特定する患者識別
情報を外部に発信する注意喚起情報通知ステップと、を備える。
【００１３】
　上記方法によれば、患者がレム睡眠状態であると判定され、かつ、所定状態に動いたと
判定されたときに、この判定に基づいて注意するべき患者を簡易に判定して、注意喚起情
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報を発信するので、医療従事者は、多数の患者の中から注意するべき患者を特定すること
ができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本開示によれば、注意するべき患者を簡易に判定して医療従事者に通知することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本開示の実施形態に係る医療業務支援装置及び医療業務威支援システムの概要を
示す説明図である。
【図２】本開示の実施形態に係る医療業務支援装置の概要を示す機能ブロック図である。
【図３】本開示の実施形態に係る医療業務支援装置及び医療業務支援方法の動作例を示す
フローチャートである。
【図４】医療業務支援装置の変形例の概要を示す機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本開示に係る医療業務支援装置、医療業務支援システム及び医療業務支援方法の
実施の形態の例を、図面を参照して説明する。本開示は、多チャンネルの電極による脳波
計やノイズを下げるペーストによる脳波計を用いることなく、患者の睡眠状態がレム睡眠
状態なのかノンレム睡眠状態なのかを簡易に判定し、かつ、患者が所定状態に動いたか等
の動作を判定することにより、患者の状態に応じて適切に見守る医療業務支援装置及び医
療業務支援方法と、この医療業務支援装置を含む医療業務支援システムである。
【００１７】
＜第1実施形態＞
　図１に示すように、本実施形態に係る医療業務支援システム１は、注意するべき患者１
０を医療従事者１１に通知する医療業務支援装置２０及び患者１０に緊急応対が必要にな
ったことを報知するナースコール３３等の緊急報知部３０とを含んでいる。
【００１８】
　注意するべき患者１０とは、緊急報知部３０による報知のような緊急性は無いが、ベッ
ドからの転落による怪我等を未然に防止するために、医療従事者１１が注意を向ける必要
がある患者である。注意するべき患者１０は、例えば、病室のベッドの上から病室の床に
転落する可能性がある患者１０等である。
【００１９】
　医療業務支援システム１は、表示部７１，７２を有する表示機器７０を含んで構成され
ている。表示部７１は、医療業務支援装置２０の内容である注意喚起情報を表示するよう
に構成されている。表示部７２は、緊急報知部３０の内容である緊急応対内容を表示する
ように構成されている。また、医療業務支援システム１において、各医療従事者１１が携
帯する端末機器１１Ａ、医療業務支援装置２０、緊急報知部３０、表示機器７０は、通信
に関する機器の一例であるアクセスポイント８０を介して、相互に通信可能に構成されて
いる。
【００２０】
＜医療業務支援装置２０＞
　医療業務支援装置２０は、各患者１０に各々設置される装置であり、計測部と解析部と
検出部と注意喚起部とを含んでいる。一般に、レム睡眠状態は浅い眠りであり、体は眠っ
ているのに、脳が動いている状態であることが知られている。また、ノンレム睡眠は深い
眠りであり、体も脳も休んでいる状態であることが知られている。医療業務支援装置２０
は、この睡眠状態（レム睡眠状態、ノンレム睡眠状態）と患者１０の動作に基づいて、注
意するべき患者１０を判定する装置である。
【００２１】
　図１及び図２に示す医療業務支援装置２０は、心電図センサ４０（計測部の一例）、解
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析部４５、加速度センサ５０（検出部の一例）、注意喚起部６０とを有している。心電図
センサ４０、解析部４５及び加速度センサ５０と注意喚起部６０とは、図２に示す汎用プ
ロトコルに従って通信を行う通信網Lにより相互に通信を行うように構成されている。な
お、通信網Lは、有線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ）等の有線通信回線
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＢＬＥ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ Ｌｏｗ Ｅｎｅｒｇｙ
）、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ Ａｒｅａ Ｎｅｔｗｏｒｋ）等の無線通信回線のいずれであ
ってもよい。
【００２２】
＜計測部＞
　計測部は、患者に装着されて患者の生体情報を計測するセンサである。計測部は、患者
１０の生体情報の一例である心電図データを計測する心電図センサ４０とすることができ
る。図１に、心電図センサ４０の装着の一例として、患者１０の胸部に心電図センサ４０
を装着した状態を示している。心電図センサ４０が計測した心電図データは解析部４５に
送信される。
【００２３】
＜解析部４５＞
　解析部４５は、計測部が計測した生体情報を解析するように構成されている。解析部４
５は、心電図センサ４０が計測した心電図データを取得して解析し、患者１０の睡眠状態
がレム睡眠状態とノンレム睡眠状態のいずれなのかを判定する構成とされている。解析部
４５は、患者１０の睡眠状態がレム睡眠状態とノンレム睡眠状態のいずれなのかを判定し
た判定結果を、注意喚起部６０に送信するように構成されている。
【００２４】
＜検出部＞
　検出部は、患者１０の動きを検出する機器である。一例として、検出部は、Ｘ座標、Ｙ
座標、Ｚ座標における患者１０の位置変化を検出し、ＸＹ平面、ＹＺ平面、ＺＸ平面のい
ずれかにおける患者１０に関する角度変化を検出する３軸加速度センサ５０で構成するこ
とができる。加速度センサ５０は、患者１０の位置変化及び角度変化を複数回検出し、複
数回の検出結果に基づいて患者１０に動きがあったかどうかを判定することができる。
【００２５】
　加速度センサ５０は、検出した患者の位置変化または角度変化に基づいて、患者１０が
所定状態に動いたか否かを判定するように構成されている。所定状態に動いたとは、患者
１０がベッドから転落等のような危険が迫っているときに検出される動きが有る状態であ
り、緊急応対が必要な容態急変とは異なるが、患者１０の状態を確認する等の注意が必要
な動きである。一例として、患者１０について、ベッドの大きさである幅及び長さと、患
者１０の身長や身幅とから、患者１０がベッドから転落する可能性がある動きの変化量を
算出し、この変化量を越える動きが加速度センサ５０により検出されることを所定状態に
動いたとすることができる。加速度センサ５０は、患者１０が所定状態に動いたか否かの
検出結果を、注意喚起部６０に送信するように構成されている。
【００２６】
＜注意喚起部６０＞
　注意喚起部６０は、患者の睡眠状態（レム睡眠状態、ノンレム睡眠状態）と、患者が所
定状態に動いたか等の動作とに基づいて、各患者が注意するべき患者かどうかを判定し、
判定した結果を外部に向けて発信するように構成されている。図２に示す注意喚起部６０
は、注意するべき患者１０かどうかを判定する判定部６１と、注意するべき患者１０の注
意喚起情報等の情報を医療業務支援装置２０の外部に向けて発信して医療従事者１１に報
知する通信部６２と、を含んでいる。
【００２７】
　判定部６１は、解析部４５から、患者１０の睡眠状態（レム睡眠状態、ノンレム睡眠状
態）の解析結果を逐次取得するように構成されている。また、判定部６１は、加速度セン
サ５０から、患者１０が所定状態動いたかどうかの検出結果を逐次取得するように構成さ
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れている。判定部６１は、解析部４５から取得した解析結果及び加速度センサ５０から取
得した検出結果に基づいて、計測対象である患者１０が注意するべき患者かどうかの判定
を行うように構成されている。
【００２８】
　計測対象の患者１０が注意するべき患者であるかどうかは、少なくとも二段階の判定に
より決定される。すなわち、判定部６１は、第一段階の判定として患者１０がレム睡眠状
態であるかノンレム睡眠状態であるかの睡眠状態を判定し、第二段階の判定として患者１
０が所定状態に動いたかどうかの動作の判定を行う。
【００２９】
　判定部６１による注意するべき患者１０かどうかの判定結果は、次の４態様となる。
　（１）　注意喚起（アラート）が必要
　レム睡眠状態で所定状態に動いた患者１０は、ベッドから転落等の可能性がある。この
ため、判定部６１は、レム睡眠状態で所定状態に動いた患者１０を注意喚起（アラート）
が必要な注意するべき患者であって、医療従事者１１に通知するべきと判定する。
　（２）　注意が必要
　レム睡眠状態であるが、動きが無い患者１０は、すぐにベッドから転落等の動きが発生
しない可能性があるため、判定部６１はこの状態を注意するが医療従事者１１に通知は不
要な状態と判定する。患者１０に動きも姿勢変動も無いとしても、レム睡眠状態である場
合は無意識に体を動かすことが知られており、このレム睡眠状態の患者１０が所定状態に
動く可能性はあるため、注意喚起に準ずる注意が必要と判定するものである。
　（３）　軽度の注意が必要
　患者１０がノンレム睡眠状態であり、かつ、所定状態の動きより小さくても患者１０に
動きがある場合、判定部６１は軽度の注意が必要と判定する。所定状態の動きより小さく
ても患者１０に動きがあるかどうかは、注意喚起が必要な患者１０よりも注意するべき程
度は低いが、ベッドからの転落等の可能性がある動きの変化量かどうかで判定することが
でき、患者１０の病状や環境等に基づいて定めることができる。
　（４）　注意喚起、注意、軽度の注意のいずれも不要
　ノンレム睡眠状態であり、動きが無い患者１０は、無意識に体を動かすことは少なく、
ベッドから転落等の可能性は無いため、判定部６１はこの状態を注意喚起、注意、軽度の
注意のいずれも不要な状態と判定する。
【００３０】
　さらに、判定部６１は、レム睡眠状態で所定状態に動いた患者１０について注意喚起（
アラート）が必要と判定した場合、この患者１０は注意するべき患者であるとの注意喚起
情報を作成する構成とされている。
【００３１】
　注意喚起情報は、医療従事者１１に注意を喚起する各種の表示及び態様とすることがで
きる。一例として、注意喚起情報は、患者に関する情報であってもよく、「ベッド転落注
意」等の注意するべき状態の文字情報であってもよく、「大きな動きを検出」等の検出結
果の文字情報であってもよい。また、注意喚起情報は、医療従事者１１に対する指示内容
であってもよく、例えば「念のため見回りにきてください」等の文字情報であってもよい
。また、注意喚起情報は、文字情報に加えて、医療従事者１１の携帯端末を振動させても
よく、携帯端末の発光部を点滅させて報知してもよい。
【００３２】
　また、判定部６１は、注意喚起情報を作成した患者について、この患者を特定する患者
識別情報を取得するように構成されている。患者識別情報は、一例として、患者１０に個
別に設定された患者ＩＤや、患者１０が使用する入院ベッドの識別番号等である。患者識
別情報は、注意喚起部６０が取得できる機器に保持される。患者識別情報は、心電図セン
サ４０、患者の端末機器１０Ａ、患者１０のベッドに設置されたベッドサイドモニタ１２
、緊急報知部３０のいずれかに保持されてもよく、注意喚起部６０の内部に保持されて判
定部６１により取得されてもよい。
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【００３３】
　注意喚起情報（アラート）及び患者識別情報は、注意喚起部６０から医療従事者１１に
通知される。注意喚起部６０と医療従事者１１との間の通知は、図２に示す通信部６２か
ら汎用プロトコルに従って通信が行われる通信網L等のネットワークを用いて行われても
よく、図２に示すアクセスポイント８０等の機器を介して行われてもよい。
【００３４】
　医療従事者１１が確認可能な機器に送信された注意喚起情報及び患者識別番号は、図１
に示す表示機器７０の表示部７１に表示されてもよく、医療従事者１１が携帯する端末機
器１１Ａに表示されてもよい。
【００３５】
＜緊急報知部３０＞
　医療業務支援システム１の緊急報知部３０は、図１に示すように、患者１０に緊急応対
が必要になったことを検知する検知部３１と、検知部３１の検知結果を緊急報知部３０の
外部に向けて発信する通信部３２とを有している。
【００３６】
　検知部３１は、一例として、患者１０の容態が急変したことを検知する心電図計とする
ことができる。心電図計３１は、付き添い者が患者１０の容態の急変を知らせるナースコ
ール３３を含んで構成することができる。
【００３７】
　通信部３２は、一例として、患者１０のベッドに設置され、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）を内蔵したナースコール３３を用いて通信することができる。緊急報知部３０の心
電図計３１から発せられる緊急応対内容は、表示部７２や医療従事者１１の端末機器１１
Ａ等の医療従事者１１が確認可能な機器に受信されるようになっている。この表示部７２
の報知は、例えば、表示部７２に「病状が急変」等の文字を表示しても良く、表示部７２
のスピーカー（不図示）から報知音を発してもよく、表示機器７０のランプ（不図示）を
点灯させてもよい。
【００３８】
　なお、緊急報知部３０は、患者１０に緊急応対が必要になったことを検知して緊急応対
内容を表示機器に通知するシステムであればよく、従来使用されているナースコール３３
等の各種のシステムを用いることができる。
【００３９】
　次に、上記構成の医療業務支援方法の動作例１～動作例２について、図１～図３を用い
て説明する。
【００４０】
＜動作例１＞
　動作例１として、医療業務支援装置２０を用いた医療業務支援方法の動作例を説明する
。
　複数の患者１０に各１台、心電図センサ４０、解析部４５、加速度センサ５０を一体化
した機器を装着する。注意喚起部６０は図１に示す心電図センサ４０の近傍の患者１０の
胸部に装着する（S1、見守りの開始）。
【００４１】
　心電図センサ４０は患者１０の心電図を計測し（S２、計測ステップ）、計測した心電
図データを解析部４５に送信する。
【００４２】
　解析部４５は、受信した心電図データを解析して、患者１０の睡眠状態を解析する（S
３、解析ステップ）。また、解析部４５は、この心電図データの解析結果により、計測対
象の患者１０の睡眠状態がレム睡眠であるのかノンレム睡眠であるのかの判定を行う（S
４、睡眠状態判定ステップ）。本例で、解析部４５は、患者１０がレム睡眠状態であると
判定し（Ｓ４でＹＥＳ）、この判定結果を注意喚起部６０に送信する。注意喚起部６０の
判定部６１は、解析部４５から、患者１０がレム睡眠状態であるとの判定結果を取得する
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。
【００４３】
　加速度センサ５０は、患者１０の位置変化及び角度変化を複数回検出する（S５、検出
ステップ）。加速度センサ５０は、患者１０の位置変化及び角度変化の検出結果から、患
者１０が所定状態に動いたかどうかを判定する（S６、動き判定ステップ）。加速度セン
サ５０は、この判定結果を注意喚起部６０に送信する。
【００４４】
　患者１０が所定状態に動いた場合（S６でYES）、判定部６１は、患者１０が注意するべ
き患者であり注意喚起が必要であると判定する。判定部６１は、患者１０の注意喚起情報
を作成し、注意喚起情報を作成した患者１０を特定する患者識別情報を取得する。判定部
６１は、注意喚起情報及び患者識別番号を、表示部７１等の医療従事者１１が確認可能な
機器に送信する（S７、注意喚起情報通知ステップ）。医療従事者１１は、表示部７１に
表示される注意喚起情報及び患者識別番号を確認することにより、判定部６１の通知内容
に応じた応対を採ることが出来、患者１０に適切な処置をすることができる。見守りの終
了の操作が行われない場合、患者１０の見守りが継続され（S１２でYES）、見守りを終了
するための操作が行われると（S１２でNO）、見守りを終了する（S１３）。
【００４５】
　上記構成によれば、レム睡眠状態で、かつ、所定状態に動いている患者１０を注意する
べき患者であって注意喚起が必要であると判定し、この患者１０の注意喚起情報及び患者
識別番号を外部に発信するので、医療従事者１１は、多数の患者１０の中から、ベッドか
ら転落の可能性がある等の注意するべき患者１０を特定することができる。
【００４６】
　また、Ｓ６において、患者１０が所定状態に動いていない場合（S６でNO）、判定部６
１は、患者１０には注意喚起（アラート）は不要であるが、注意喚起に準ずる注意が必要
であると判定する（Ｓ８）。
【００４７】
　上記構成によれば、注意喚起（アラート）は不要であるが、動きが生じる可能性がある
レム睡眠状態の患者１０を特定し、この患者１０の睡眠状態及び動きの有無を継続して判
定することができ、患者１０を適切に見守ることができる。
【００４８】
　また、Ｓ４において、患者１０の睡眠状態がノンレム睡眠であると判定された場合（S
４でNO）、加速度センサ５０は患者１０の動きを検出する（S９、検出ステップ）。
【００４９】
　判定部６１は、加速度センサ５０から、所定状態の動きより小さくても患者１０に動き
があるかどうかの判定結果を取得する。
【００５０】
　判定部６１は、所定状態の動きより小さくても患者１０に動きがある場合（S１０でYES
）、患者１０に軽度の注意喚起が必要と判定する（Ｓ１１）。
【００５１】
　上記構成によれば、一般的には無意識に体が動かないとされるノンレム睡眠状態の患者
１０の中から、動きが大きい患者１０を特定して、ベッドからの落下等が起こらないよう
に適切に見守ることができる。
【００５２】
　また、Ｓ１０において患者１０の動きが無い場合、判定部６１は、計測対象の患者１０
に対する注意喚起は不要であると判定し（S１０でNO）、睡眠状態の判定（Ｓ４）に戻る
。
【００５３】
　上記構成によれば、一般的には無意識に体が動かないとされるノンレム睡眠状態で動き
の検出が無い場合にも見守りを継続することにより、多数の患者１０の適切な見守りを行
うことができる。
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【００５４】
　以上説明したように、本開示の構成によれば、患者１０がレム睡眠状態であることを簡
易な手法で判定することができる。かつ、患者１０の睡眠状態の判定と、患者１０が所定
状態に動いているとの動きの判定とを組み合わせて、注意するべき患者を簡易に判定して
、注意喚起部６０が注意喚起情報を発信するので、医療従事者１１は、多数の患者１０の
中から、ベッドから転落の可能性がある等の注意するべき患者１０を特定することができ
る。そのため、注意をするべき患者１０に対して適切な応対を行うことができる。また、
多数の患者を少数の医療従事者１１で受け持つ夜間において、医療従事者１１の業務負担
を減らすことができる。特に、医療従事者１１のサーカディアンリズム（体内時計）が崩
れやすくなる明け方は、注意力が低下しやすく、疲れも出やすく、すべての患者１０に目
が行き届きにくくなりやすい。上記構成によれば、このような明け方等においてもすべて
の患者１０に対して適切な応対ができる。更に、注意喚起情報の通知が無い時間において
は、医療従事者１１は、注意や緊張の度合いを軽くしながら確実に見守ることができるの
で、医療従事者１１の業務負担を軽くすることができる。
【００５５】
　また、患者識別情報は、計測部または注意喚起部６０の少なくともいずれか一方に保持
されるので、注意喚起情報の対象である患者１０を確実に特定することができる。
【００５６】
＜動作例２＞
　動作例２として、医療業務支援システム１を用いた医療業務支援方法の動作例を説明す
る。動作例２において、動作例１と重複する動作は、同一符号を付して説明を省略する。
【００５７】
　動作例２において、Ｓ１からＳ１３は動作例１と同様に行われる。このとき、緊急報知
部３０は、注意喚起部６０の判定から独立して、患者１０の状態を計測し判定する。心電
図計３１は、患者１０に急激な心電図の変化等の緊急応対が必要な変化が生じた場合、こ
の変化を検出して緊急応対が必要であることを判定する。心電図計３１は、緊急応対を要
すると判定した判定結果を、通信部３２を介して表示部７２に報知する。医療従事者１１
は、表示部７２により心電図計３１から報知された緊急応対が必要であるとの情報を確認
して、緊急応対が必要な患者１０の所に直ちに駆けつけることができる。
【００５８】
　上記構成によれば、医療業務支援システム１は医療業務支援装置２０及び緊急報知部３
０とを含み、患者がレム睡眠状態でかつ所定状態に動いていることに基づいて、注意する
べき患者を簡易に判定して、注意喚起情報を発信するので、医療従事者１１は、多数の患
者の中から注意するべき患者を特定することができる。この注意するべき患者の特定とは
別に、患者に緊急応対が必要なときは緊急報知部３０の報知に応じて患者１０を確実に特
定して看護することができる。すなわち、患者１０の状態に応じて適切な応対を行うこと
ができる。このため、少数の医療従事者１１が多数の患者１０を確実かつ適切に見守るこ
とができ、医療従事者１１の業務負担が軽減される。特に、緊急報知部による報知も注意
喚起情報の通知も無い時間において、医療従事者１１は注意や緊張の度合いを軽くしなが
ら確実に見守ることができるので、医療従事者１１の業務負担を軽くすることができる。
【００５９】
＜第２実施形態＞
　次に、注意喚起情報を発信する時刻、時間帯等の時間を設定可能なタイマー９０を有す
る医療業務支援装置及び医療業務支援方法について、図１～図３を用いて説明する。第1
実施形態と重複する構成及び動作は、同一符号を付して説明を省略する。
【００６０】
　医療業務支援システム１は、少なくとも注意喚起情報を発信する開始時刻を設定可能な
タイマー９０を含んで構成されている。注意喚起情報を発信する開始時刻は、例えば、夜
勤開始時刻とすることができる。タイマー９０で設定する時刻は注意喚起情報を発信する
時刻に限らない。例えば、注意喚起情報の発信を終了する終了時刻を設定可能に構成して
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もよく、発信開始時刻から５時間等の時間を設定可能に構成してもよく、発信開始時刻及
び発信終了時刻を設定可能に構成してもよい。
【００６１】
　タイマー９０は注意喚起部６０と通信可能に構成され、タイマー９０の設定内容を注意
喚起部６０に送信する構成とされている。タイマー９０と注意喚起部６０との通信は、注
意喚起部６０と心電図センサ４０、解析部４５、加速度センサ５０との間と同様に、図２
に示す通信網L等の汎用プロトコルに従って通信が行われるネットワークを用いることが
できる。
【００６２】
　タイマー９０は、一例として、図１に示す表示機器７０に内蔵され、注意喚起情報を発
信する開始時刻及び終了時刻の設定が可能な構成とされている。表示機器７０には、タイ
マー９０の設定内容を表示する表示部７３が設けられている。
【００６３】
＜動作例３＞
　次に、第２実施形態に対応する動作例として、タイマー９０を含む医療業務支援システ
ム１を用いた医療業務支援方法の動作例３を、図１～図３を用いて説明する。第1実施形
態と重複する構成及び動作は、同一符号を付して説明を省略する。
【００６４】
　タイマー９０には、注意喚起情報を発信する開始時刻として夜勤開始時刻が設定され、
注意喚起情報の発信を終了する終了時刻として日勤開始時刻が設定されている。
【００６５】
　タイマー９０は、注意喚起部６０に、タイマー９０の設定内容である注意喚起情報を発
信する開始時刻及び終了時刻を送信する。タイマー９０の設定内容を受信した注意喚起部
６０は、注意喚起情報を発信する開始時刻の前は、解析部４５及び加速度センサ５０から
情報を受信するが、注意喚起（S７）、注意（S8）、軽度の注意喚起（S１１）の判定を行
わず、注意喚起情報の発信（S７）も行わない。この注意喚起情報を発信する開始時刻の
前は、緊急報知部３０による緊急応対の通知のみが行われる。なお、タイマー９０注意喚
起情報を発信する開始時刻の前は、S７の注意喚起情報の発信のみを行なわず、注意喚起
（S７）、注意（S8）、軽度の注意喚起（S11）の判定を行って、これらの判定結果を注意
喚起部６０に保持させる構成としてもよい。また、タイマー９０の注意喚起情報を発信す
る開始時刻の前は、心電図センサ４０による計測及び加速度センサ５０による検出を行わ
ない構成としてもよい。
【００６６】
　注意喚起情報の発信を開始する開始時刻になると、注意喚起部６０は、解析部４５から
受信する判定結果及び加速度センサ５０から受信する判定結果に基づいて、計測対象の患
者１０を注意して見守るべきかどうかの判定を開始し（図３のS４～S１１）、S７の注意
喚起情報の発信を開始する。注意喚起部６０の具体的な動作については、第１実施形態の
動作例１～動作例２と同様であるので、説明を省略する。
【００６７】
　注意喚起情報の発信を終了する終了時刻になると、注意喚起部６０は、解析部４５及び
加速度センサ５０から情報を受信するが、注意喚起（S７）、注意（S8）、軽度の注意喚
起（S１１）の判定を終了し、注意喚起情報の発信（S７）を終了する。タイマー９０で設
定した注意喚起情報を発信する終了時刻以降は、緊急報知部３０による緊急応対の通知の
みが行われる。
【００６８】
　上記構成によれば、注意喚起情報を発信する開始時刻を設定可能なタイマー９０を有す
るので、夜勤開始時刻等の注意喚起が必要な時刻に合わせて注意喚起情報の発信を開始す
ることができる。このため、医療従事者１１の人数が少ない時間帯であっても、多数の患
者１０に対して、患者の状態に応じて確実で適切な応対を行うことができる。また、上記
構成によれば、注意喚起情報を発信する終了時刻を設定可能なタイマー９０を有するので
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、夜勤が終了し日勤が開始して医療従事者１１の人数が増える時間帯に合わせて注意喚起
情報の発信を終了することができる。
【００６９】
　なお、上記実施形態において、心電図センサ４０、解析部４５、加速度センサ５０を一
つの機器に集約して患者１０の胸部に装着し、この機器の近傍の胸部に注意喚起部６０を
装着する例示を図１を用いて説明したが、心電図センサ４０、解析部４５、加速度センサ
５０、注意喚起部６０の構成は図１に示す構成に限らない。例えば、心電図センサ４０、
解析部４５、加速度センサ５０及び注意喚起部６０を個別の機器で構成してもよく、心電
図センサ４０、解析部４５、加速度センサ５０及び注意喚起部６０を一つの機器に集約す
る構成としてもよい。また、心電図センサ４０及び加速度センサ５０を患者１０に装着す
る構成とし、解析部４５を通信網Ｌを介して接続可能な外部機器に内蔵させ、注意喚起部
６０を図１に示すベッドサイドモニタ１２に内蔵させる構成としてもよい。また、心電図
センサ４０及び加速度センサ５０を患者１０に装着する構成とし、解析部４５及び注意喚
起部６０を図１に示す患者１０の端末機器１０Ａに内蔵させる構成としてもよい。また、
解析部４５、注意喚起部６０の少なくとも一つを、図１に示すアクセスポイント８０等の
機器に設ける構成としてもよい。
【００７０】
　また、計測部は心電図センサに限らない。計測部は、多数の患者１０の中から注意する
べき患者１０かどうかを特定するために有用な生体情報を計測可能な各種のセンサとする
ことができる。計測部として、図２に示す心電図センサ４０に代えて、呼吸数を計測する
呼吸センサ、経皮的動脈血酸素飽和度の値を計測する経皮的動脈血酸素飽和度センサ（以
下「ＳｐＯ２センサ」という）、皮膚温（体温）を計測する体温センサ等を用いることが
できる。また、計測部を構成するセンサの数は図２に示した一つに限らず、複数のセンサ
とすることができる。計測部に含まれる複数のセンサは、上記した心電図センサ４０、呼
吸センサ、ＳｐＯ２センサ、体温センサの少なくとも一つ以上とすることができる。
【００７１】
　上記構成によれば、患者１０の睡眠状態に関して、心電図センサ、ＳｐＯ２センサ、呼
吸センサ、体温センサの少なくとも一つ以上を用いて患者の生体情報を計測するので、多
チャンネルの電極を用いる脳波計やノイズを下げるペーストを用いる脳波計測による睡眠
状態の判定に比べて、大掛かりな装置を用いずに、簡易な手法で睡眠状態を計測すること
ができ、睡眠状態の判定に関する患者１０の負担を少なくすることができる。さらに、二
つ以上のセンサを用いて患者の生体情報を計測する場合は、一つのセンサを用いる場合に
比して、より精度よく睡眠状態の判定を行うことができ、注意喚起（アラート）が必要か
否かの判定の精度をより向上させることができる。
【００７２】
　また、解析部は、上記した心電図データの解析に限らない。解析部は、多数の患者１０
の中から注意するべき患者１０かどうかを判定するために、計測部による計測結果に基づ
いて、患者１０がレム睡眠状態であるかノンレム睡眠状態であるかを解析可能な各種の構
成とすることができる。例えば、計測部として皮膚温（体温）センサを備える医療業務支
援装置２０において、解析部は、体温センサから取得する計測結果（体温のデータ）に基
づいて、体温が下がっているかどうか等の体温の変化を解析して、患者１０がレム睡眠状
態、ノンレム睡眠のいずれなのかを判定する構成としてもよい。
【００７３】
＜変形例　医療業務支援装置２０Ａ＞
　計測部として心電図センサ４０に代えて、呼吸センサ４１を備える医療業務支援装置２
０Ａの例を、図４を用いて説明する。なお、図１～３に示す医療業務支援装置２０と同様
の構成については、図４において同一符号を付して説明を省略する。
【００７４】
　医療業務支援装置２０Ａは、図４に示すように、呼吸センサ４１、解析部４５、加速度
センサ５０、注意喚起部６０を有している。呼吸センサ４１は、一例として、患者１０の
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、患者１０の呼吸数の計測結果を解析部４５に送信するように構成されている。解析部４
５は、呼吸センサ４１から取得する計測結果（呼吸数のデータ等）に基づいて、呼吸が規
則的かどうか、呼吸回数が少ないかどうか等の呼吸の変化を解析して、患者１０がレム睡
眠状態、ノンレム睡眠のいずれなのかを判定するように構成されている。
【００７５】
　なお、医療業務支援装置２０Ａを用いた医療業務支援方法の動作例は、図３において、
心電図センサ４０による計測を呼吸センサ４１による計測に変更し、心電図データを呼吸
数等の呼吸センサ４１の計測結果に変更する点を除いて、医療業務支援装置２０を用いた
医療業務支援方法の動作例１～動作例３と共通であるので、説明を省略する。
【００７６】
　以上説明したように、呼吸センサ４１を備える医療業務支援装置２０Ａ及びこの医療業
務支援装置２０Ａを用いる医療業務支援方法によれば、患者１０がレム睡眠状態であるこ
とを簡易な手法で判定することができる。かつ、患者１０の睡眠状態と患者が所定状態に
動いているとの動きの判定とを組み合わせて、注意するべき患者を簡易に判定して、注意
喚起部６０が注意喚起情報を発信することができるので、医療従事者１１は、多数の患者
１０の中から、ベッドから転落の可能性がある等の注意するべき患者１０を特定すること
ができる。そのため、注意をするべき患者１０に対して適切な応対を行うことができる。
また、多数の患者を少数の医療従事者１１で受け持つ夜間において、医療従事者１１の業
務負担を減らすことができる。
【００７７】
　なお、上記実施形態では、患者がレム睡眠状態でかつ所定状態に動いたと判定された図
３のS７の場合に、注意喚起情報を医療業務支援装置２０，２０Ａの外部に向けて発信す
る例示を説明したが、外部への発信は上記例示に限らない。例えば、図３のS８（注意）
またはS１１（軽度の注意喚起）においても、判定結果である注意（S8）、軽度の注意喚
起（S１１）に応じた情報を注意喚起部にて作成して外部に発信してもよい。
【００７８】
　また、上記実施形態では、表示部７１に注意喚起情報を表示する例を説明したが、表示
部７１の表示は上記に限らない。例えば、表示部７１は、軽度の注意喚起が必要であると
の情報及びこの軽度の注意喚起が必要な患者１０の患者識別番号を表示してもよく、注意
が必要であるとの情報及びこの注意が必要な患者１０の患者識別番号を表示してもよい。
医療従事者１１は、表示部７１に表示された軽度の注意喚起、注意及び患者識別番号を確
認することができ、患者１０がベッドから転落等しないように適切に見守ることができる
。
【００７９】
　本開示は上述した実施形態や動作例に限定されず、適宜、変形、改良等が自在である。
その他、上述した実施形態における各構成要素の材質、形状、形態、数、配置場所等は、
本開示を達成できるものであれば任意であり、限定されない。
【符号の説明】
【００８０】
　１　医療業務支援システム、　１０　患者、　１０Ａ　端末機器、　１１　医療従事者
、　１１Ａ　端末機器、　１２　ベッドサイドモニタ、　２０，２０Ａ　医療業務支援装
置、　３０緊急報知部、　３１　心電図計（検知部の一例）、　３２　通信部、　３３　
ナースコール、　４０　心電図センサ（計測部の一例）、　４１　呼吸センサ（計測部の
一例）、　４５　解析部、　５０　加速度センサ（検出部の一例）、　６０　注意喚起部
、　６１　判定部、　６２　通信部、　７０　表示機器、　７１、７２、７３　表示部、
　８０　アクセスポイント、　９０　タイマー



(13) JP 2018-198009 A 2018.12.13

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(14) JP 2018-198009 A 2018.12.13

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ａ６１Ｂ   5/00     (2006.01)           Ａ６１Ｂ    5/00     １０２Ｚ        ５Ｋ０３８
   Ｇ０８Ｂ  25/04     (2006.01)           Ａ６１Ｂ    5/00     １０２Ｂ        ５Ｋ２０１
   Ｇ０８Ｂ  25/08     (2006.01)           Ｇ０８Ｂ   25/04     　　　Ｋ        ５Ｌ０９９
   Ｇ０８Ｂ  21/04     (2006.01)           Ｇ０８Ｂ   25/08     　　　Ａ        　　　　　
   Ｈ０４Ｍ  11/04     (2006.01)           Ｇ０８Ｂ   21/04     　　　　        　　　　　
   Ｈ０４Ｍ   9/00     (2006.01)           Ｈ０４Ｍ   11/04     　　　　        　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｍ    9/00     　　　Ｂ        　　　　　

(72)発明者  池谷　浩彦
            埼玉県所沢市くすのき台１丁目１番６号　日本光電工業株式会社内
Ｆターム(参考) 4C038 KK01  PP05  VA16  VA18  VB01  VC20 
　　　　 　　  4C117 XB04  XB18  XC02  XE17  XE24  XE26  XH16  XJ45  XL03 
　　　　 　　  4C341 LL30 
　　　　 　　  5C086 AA22  BA07  CA01  CA21  CB40  DA40  EA11  EA13  FA17 
　　　　 　　  5C087 AA02  AA10  AA12  AA21  AA25  AA51  BB20  BB73  BB74  DD03 
　　　　 　　        DD29  DD30  EE14  EE18  FF01  FF04  FF16  FF21  GG08  GG35 
　　　　 　　        GG66  GG70 
　　　　 　　  5K038 BB01  CC10  DD18  FF01 
　　　　 　　  5K201 BA03  BA19  CB13  CB14  CC01  CC02  CC10  ED09  FB08 
　　　　 　　  5L099 AA00 



专利名称(译) 医疗操作支持装置，医疗工作支援系统以及医疗工作支援方法

公开(公告)号 JP2018198009A 公开(公告)日 2018-12-13

申请号 JP2017103081 申请日 2017-05-24

[标]申请(专利权)人(译) 日本光电工业株式会社

申请(专利权)人(译) 日本光电工业株式会社

[标]发明人 今野徳人
荻野博一
松村文幸
池谷浩彦

发明人 今野 徳人
荻野 博一
松村 文幸
池谷 浩彦

IPC分类号 G06Q50/22 A61G12/00 A61B5/11 A61B5/16 A61B5/1455 A61B5/00 G08B25/04 G08B25/08 G08B21
/04 H04M11/04 H04M9/00

CPC分类号 A61B5/0024 A61B5/01 A61B5/0402 A61B5/082 A61B5/11 A61B5/14542 A61B5/4812 G16H20/70 
G16H40/67 G16H50/20 G16H80/00 A61B5/0478 A61B5/4809 A61B5/7465 G16H10/60

FI分类号 G06Q50/22.ZJP A61G12/00.Z A61B5/10.310 A61B5/16 A61B5/14.322 A61B5/00.102.Z A61B5/00.102.
B G08B25/04.K G08B25/08.A G08B21/04 H04M11/04 H04M9/00.B A61B5/11 A61B5/1455 A61B5/16.
130 G16H20/00

F-TERM分类号 4C038/KK01 4C038/PP05 4C038/VA16 4C038/VA18 4C038/VB01 4C038/VC20 4C117/XB04 4C117
/XB18 4C117/XC02 4C117/XE17 4C117/XE24 4C117/XE26 4C117/XH16 4C117/XJ45 4C117/XL03 
4C341/LL30 5C086/AA22 5C086/BA07 5C086/CA01 5C086/CA21 5C086/CB40 5C086/DA40 5C086
/EA11 5C086/EA13 5C086/FA17 5C087/AA02 5C087/AA10 5C087/AA12 5C087/AA21 5C087/AA25 
5C087/AA51 5C087/BB20 5C087/BB73 5C087/BB74 5C087/DD03 5C087/DD29 5C087/DD30 5C087
/EE14 5C087/EE18 5C087/FF01 5C087/FF04 5C087/FF16 5C087/FF21 5C087/GG08 5C087/GG35 
5C087/GG66 5C087/GG70 5K038/BB01 5K038/CC10 5K038/DD18 5K038/FF01 5K201/BA03 5K201
/BA19 5K201/CB13 5K201/CB14 5K201/CC01 5K201/CC02 5K201/CC10 5K201/ED09 5K201/FB08 
5L099/AA00

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供医疗工作支持设备，医疗工作支持方法和医疗工作
支持系统，其根据患者的状况适当地观察。 解决方案：医疗工作支持设
备20包括安装在患者10上的用于测量患者10的心电图数据的心电图传感
器40，用于分析测量的心电图数据的分析部分45，加速度传感器当基于
分析单元45的分析结果确定患者10处于REM睡眠状态时，并且通过加速
度传感器50的检测结果确定患者10已经移动到预定状态，警报信息和患
者图10是用于将识别患者10的患者识别信息发送到外部的图。 点域1

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/dec2f8d2-2dff-46d8-9bf3-8ba066b2c283
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/064400672/publication/JP2018198009A?q=JP2018198009A

